
NO.119（5） 日 高 市 議 会 だ よ り
�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
64
号
）

　

�

令
和
４
年
度
日
高
市
水
道
事
業

会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

　

収
益
的
収
入
の
総
額
を
10
億
７

千
466
万
６
千
円
、
収
益
的
支
出
の

総
額
を
11
億
７
千
118
万
４
千
円
と

し
、
資
本
的
支
出
の
総
額
を
７
億

１
千
45
万
４
千
円
、
資
本
的
収
入

額
が
資
本
的
支
出
額
に
対
し
不
足

す
る
額
３
億
３
千
860
万
３
千
円
、

議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
流
用

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
経
費
と
し

て
定
め
た
職
員
給
与
費
に
つ
い
て
、

総
額
を
１
億
２
千
906
万
７
千
円
と

し
た
い
と
い
う
も
の
で
す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
65
号
）

　

�

令
和
４
年
度
日
高
市
下
水
道
事

業
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

　

収
益
的
収
入
の
総
額
を
11
億
９

千
769
万
７
千
円
、
収
益
的
支
出
の

総
額
を
10
億
８
千
902
万
４
千
円
と

し
、
資
本
的
支
出
の
総
額
を
６
億

８
千
655
万
３
千
円
、
資
本
的
収
入

額
が
資
本
的
支
出
額
に
対
し
不
足

す
る
額
４
億
３
千
666
万
６
千
円
、

議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
流
用

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
経
費
と
し

て
定
め
た
職
員
給
与
費
に
つ
い
て
、

総
額
を
７
千
977
万
８
千
円
と
し
た

い
と
い
う
も
の
で
す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
66
号
）

　

�

日
高
市
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
施
行
条
例

　

法
律
に
基
づ
き
開
示
請
求
に
係

る
費
用
負
担
や
第
三
者
機
関
へ
の

諮
問
事
項
に
つ
い
て
規
定
し
た
い

と
い
う
も
の
で
す
。

�

（
賛
成
多
数
で
原
案
可
決
）

　

議
案
第
66
号　

反
対
討
論

　

本
議
案
は
、
個
人
情
報
保
護
制

度
が
法
律
に
よ
り
一
元
化
さ
れ
る

こ
と
に
伴
い
、
本
市
の
個
人
情
報

保
護
条
例
に
は
法
律
が
そ
の
ま
ま

適
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
廃
止
し
、

新
た
に
法
律
施
行
条
例
を
制
定
す

る
と
い
う
も
の
。

　

改
正
個
人
情
報
保
護
法
は
、
個

人
情
報
を
流
通
・
利
活
用
す
る
た

め
の
法
律
だ
が
、
国
会
で
十
分
な

審
議
を
経
て
い
な
い
。

　

ま
た
、
制
度
全
体
を
所
管
す
る

個
人
情
報
保
護
委
員
会
が
、
地
方

公
共
団
体
に
対
し
て
法
の
解
釈
を

押
し
付
け
、
画
一
化
を
推
し
進
め

よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
地
方

自
治
の
本
旨
に
反
す
る
。

　

加
え
て
、
法
律
に
個
人
情
報
の

本
人
外
収
集
の
規
制
が
な
い
こ
と
、

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査

会
の
役
割
が
著
し
く
制
限
さ
れ
た

こ
と
、
匿
名
加
工
情
報
の
提
案
募

集
の
義
務
付
け
が
い
ず
れ
適
用
さ

れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
な
ど
、

個
人
情
報
保
護
を
後
退
さ
せ
か
ね

な
い
。
よ
っ
て
、
賛
成
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

　

議
案
第
66
号　

賛
成
討
論

　

昨
今
の
目
覚
ま
し
い
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
到
来
に
伴
い
、
国
で
は
デ

ジ
タ
ル
庁
を
創
設
し
、
教
育
・
医

療
・
防
災
等
の
各
分
野
に
お
け
る

新
た
な
政
策
課
題
を
解
決
す
る
た

め
、
官
民
や
地
域
間
の
デ
ー
タ
連

携
を
図
る
と
と
も
に
、
国
際
社
会

に
恥
じ
な
い
制
度
水
準
を
確
保
す

る
目
的
で
法
の
改
正
が
行
わ
れ
た
。

　

こ
の
改
正
に
よ
り
、
個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
法
律
と
い
う
一

つ
の
法
の
下
で
、
官
民
、
自
治
体

が
協
調
し
て
個
人
情
報
の
保
護
と

活
用
の
両
立
を
図
る
べ
く
、
各
自

治
体
に
お
い
て
も
条
例
改
正
が
進

め
ら
れ
て
い
る
。
日
高
市
に
お
い

て
は
、
も
と
も
と
法
に
準
拠
し
た

内
容
で
制
度
の
運
用
が
さ
れ
て
お

り
、
本
条
例
制
定
に
よ
り
市
民
生

活
に
影
響
が
な
い
と
説
明
が
さ
れ

て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
議
案
に

賛
成
す
る
。

　

議
案
第
66
号　

反
対
討
論

　

本
議
案
は
、
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
法
律
が
改
正
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
市
の
個
人
情
報
の
取

り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
直
接
同
法

の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
た

め
規
定
す
る
も
の
と
説
明
さ
れ
て

い
る
。

　

ま
た
、
日
高
市
個
人
情
報
保
護

条
例
は
、
そ
の
意
義
を
失
う
た
め

廃
止
と
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
自
治
体
が
個
々
に
個

人
情
報
保
護
条
例
を
制
定
す
る
事

は
、
地
方
自
治
を
推
進
、
発
展
さ

せ
て
い
く
上
で
大
切
な
事
項
だ
と

考
え
る
。
よ
っ
て
本
議
案
は
、
地

方
自
治
の
後
退
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。

　

ま
た
、
改
正
さ
れ
た
個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
法
律
で
想
定
さ

れ
て
い
る
匿
名
加
工
情
報
の
利
用

に
関
し
て
も
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の

保
護
の
点
か
ら
問
題
が
あ
る
と
考

え
る
。

　

以
上
の
理
由
か
ら
、
本
議
案
に

反
対
す
る
。

�

（
議
案
第
67
号
）

　

�

日
高
市
情
報
公
開
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
が
改
正
さ
れ
、
不
開
示
情
報
の

規
定
を
改
正
し
た
い
と
い
う
も
の

で
す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
68
号
）

　

�
日
高
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報

保
護
審
査
会
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

　

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
が
改
正
さ
れ
、
所
要
の
改
正
を

し
た
い
と
い
う
も
の
で
す
。

�

（
賛
成
多
数
で
原
案
可
決
）

　

議
案
第
68
号　

反
対
討
論

　

本
議
案
は
、
個
人
情
報
保
護
法

の
改
正
に
よ
り
日
高
市
個
人
情
報

保
護
条
例
が
廃
止
さ
れ
、
新
た
に

法
律
施
行
条
例
が
制
定
さ
れ
る
こ

と
に
伴
っ
た
条
例
改
正
だ
が
、
現

行
の
第
３
条
（
所
掌
事
務
）
の
第

２
号
に
お
い
て
、
情
報
公
開
条
例

第
22
条
並
び
に
個
人
情
報
保
護
条

例
第
６
条
、
第
11
条
、
及
び
第
55

条
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
求
め
ら

れ
た
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
す

る
こ
と
、
と
あ
る
と
こ
ろ
、
改
正

案
で
は
、
個
人
情
報
保
護
条
例
第

６
条
（
個
人
情
報
を
取
得
す
る
と

き
は
、
本
人
か
ら
取
得
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
）
と
、

第
11
条
（
保
有
す
る
個
人
情
報
の

目
的
外
利
用
、
外
部
提
供
の
禁
止

の
原
則
）
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
審
査
会
に
諮

れ
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
審

査
会
の
役
割
を
著
し
く
縮
小
す
る

も
の
で
あ
り
、
市
民
の
個
人
情
報

保
護
を
後
退
さ
せ
る
も
の
と
考
え

る
。

討　

論

討　

論


